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盛岡市上下水道局では、法律に基づいた水道水の水質検査（51項目）を直営で行ってい

ます。水質検査は、正確性と信頼性が求められることから、盛岡市上下水道局では、平成

24年１月に公益社団法人日本水道協会が運営している「水道GLP」の認証を取得しました。

この度、日本水道協会の審査を経て、３回目の認定更新を受けました。

【担当】盛岡市上下水道局浄水課
水質管理センター
佐々木（ささき）電話：019-652-2961

１ 水道GLPについて

GLPは「Good Laboratory Practice」の

略語で、「優良試験所規範」と訳されま

す。

「水道GLP」は、水質検査機関による検

査結果の信頼性確保を目的として、日本

水道協会が国際規格であるISO9001と

ISO/IEC17025の要求事項を参考にしなが

ら策定した認定規格です。第三者機関で

ある日本水道協会が、「適正な管理のも

と水質検査が実施されていること」、

「水質検査結果に十分な信頼性が確保さ

れていること」を調査し、基準を満たし

た検査機関に対し認定を行います。

水道GLP認定の更新

水道ＧＬＰ認定証を手にする長澤盛岡市上下水道事業管理者 と 水質検査の様子

２ 水道GLP認定件数

全国で147検査機関（令和６年７月５日

時点）

県内に本社がある検査機関では、盛岡

市上下水道局を含め２検査機関
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管理要件

管理要件 技術力の証明

水道水質検査能力

適正に管理された体制
で水質検査を実施

確かな水質検査能力の
維持向上

・品質管理システム
の確立

・記録管理の適正化
・教育訓練の計画的
実施

など

・標準作業手順書の
整備

・水質検査に適した
検査室、機器等の
適正な管理

など






